
土地改良・切り語り

1  

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の

土
地
改
良

　

前
回
の
本
コ
ラ
ム
で
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー（
以

下
、「
R
．C
．」
と
い
う
。）
の
土
地
改
良
を
論
じ
た
。

孤
島
に
た
だ
一
人
住
む
R
．C
．と
い
う
仮
定
で
は
、
島

の
全
農
地
を
自
由
に
利
用
し
、
土
地
改
良
も
一
人
施
行

で
、
三
分
の
二
以
上
の
同
意
徴
集
と
い
っ
た
調
整
が
不

要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
純
粋
に
自
然
条
件
だ
け
を
相

手
に
、
そ
の
時
々
の
技
術
を
活
用
し
て
最
適
な
農
業
設

備
投
資
（
土
地
改
良
）
を
行
え
ば
よ
く
、
土
地
改
良
技

術
者
の
理
想
で
あ
る
。

　

土
地
改
良
の
目
的
は
農
業
の
生
産
性
の
維
持
・
向
上

を
阻
害
す
る
要
因
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
る（
注
1
）。
R
．

C
．に
は
当
初
阻
害
要
因
は
自
然
条
件
だ
け
で
あ
っ
た

が
、
時
代
と
と
も
に
様
々
な
阻
害
要
因
が
発
生
す
る
。

自
然
条
件（
注
2
）以
外
の
要
因
は
総
じ
て
い
え
ば
利
害
対

立
で
あ
り
、
筆
者
は
土
地
改
良
技
術
を
「
利
害
調
整
工

学
」
と
呼
称
し
た
（
本
コ
ラ
ム
7
参
照
）。
今
回
は
本

コ
ラ
ム
が
四
〇
回
を
終
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
利
害
調

整
の
視
点
か
ら
土
地
改
良
の
歴
史
を
俯
瞰
す
る
。
な
お
、

土
地
改
良
は
農
産
物
の
消
費
や
流
通
、
他
産
業
や
生
活

環
境
の
状
況
に
も
影
響
さ
れ
、
ま
た
影
響
を
与
え
る
が
、

そ
う
し
た
諸
条
件
を
簡
略
化
（
あ
る
い
は
捨
象
）
し
て

考
え
る
。
ま
た
、
私
的
所
有
権
が
確
立
し
た
近
代
国
家

を
想
定
す
る
。

2  

土
地
改
良
施
設
の
多
面
的
機
能

　

土
地
改
良
は
生
活
環
境
に
影
響
を
与
え
る
。「
正
の

影
響
」（
好
影
響
）
は
、
農
作
業
や
農
産
物
の
運
搬
な

ど
の
利
用
さ
れ
る
農
道
も
農
業
用
水
も
農
地
排
水
・
農

地
保
全
施
設
も
生
活
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
。

災
害
対
策
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
多
面
的
機
能
と
言
わ

れ
る
。
地
下
水
を
利
用
し
た
灌
漑
に
よ
る
生
活
用
水
の

不
足
や
開
墾
に
よ
る
砂
塵
の
飛
来
な
ど
の
よ
う
な
「
負

の
影
響
」（
悪
影
響
）
も
あ
る
。
島
の
住
人
は
R
．C
．

た
だ
一
人
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
影
響
も
利
害
対
立
に
は

な
ら
な
い
。

　
「
負
の
影
響
」
に
対
し
て
は
農
業
生
産
を
縮
小
で
き

な
い
の
で
、
労
力
が
掛
か
っ
て
も
代
替
水
源
の
確
保
等

の
対
策
に
よ
っ
て
解
消
す
る
だ
ろ
う
。
逆
に
「
正
の
影

響
」
は
増
大
す
る
よ
う
に
、
土
地
改
良
施
設
を
生
活
用

に
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
工
夫
す
る
だ
ろ
う
。
農
業
用

と
生
活
用
施
設
は
一
体
的
に
整
備
さ
れ
結
合
供
給
さ
れ

る
方
が
効
率
的
で
あ
る
。
多
面
的
機
能
は
社
会
的
視
点

か
ら
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
R
．C
．た
だ
一
人
で
も
発

生
す
る
。
土
地
改
良
は
本
源
的
に
多
面
的
機
能
を
発
揮

す
る（
注
3
）。
そ
れ
は
土
地
合
体
資
本
で
あ
る
こ
と
に
由

来
す
る
。
農
村
は
通
常
生
活
の
場
と
農
業
の
場（
圃
場
）

が
近
接
し
、
都
市
と
異
な
り
、
生
活
と
生
産
活
動
が
相

互
に
影
響
す
る
複
合
空
間
で
あ
る
。
こ
の
視
点
が
農
村

計
画
・
整
備
の
原
点
で
あ
る
。

3  

移
住
農
業
者
の
出
現

　

次
に
、
孤
島
に
農
業
を
営
も
う
と
す
る
多
く
の
移
住

者
が
現
れ
た
と
し
よ
う
。
R
．C
．に
と
っ
て
他
者
が
出

現
し
、
島
は
複
数
の
住
人
が
共
に
暮
ら
す
社
会
が
生
ま

れ
る
。
相
互
に
影
響
を
与
え
な
い
位
に
島
が
広
大
で
な

い
と
す
る
と
、
土
地
や
水
な
ど
の
農
業
資
源
の
利
用
に

関
し
て
、
他
者
と
の
利
害
調
整
が
必
要
に
な
る
。
こ
の

調
整
は
私
的
所
有
権
が
確
立
し
て
い
る
の
で
、
基
本
的

に
市
場
取
引
で
行
わ
れ
る
。
人
と
人
の
関
係
の
発
生
し
、

一
人
暮
ら
し
の
R
．C
．に
必
要
な
か
っ
た
法
（
民
法
な

ど
）
が
必
要
に
な
る
。
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土地改良・切り語り
　

我
が
国
民
法
で
は
、
無
主
の
不
動
産
は
国
庫
の
所
有

に
属
す
る
。
す
で
に
土
地
改
良
投
資
を
行
っ
て
い
る

R
．C
．は
国
有
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
所
有
権
を
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
移
住
者
も
土
地
改
良
投
資
を
前
提

に
払
下
げ
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
我
が
国
で
は
地
租
改
正

に
よ
り
土
地
に
つ
い
て
使
用
・
収
益
・
処
分
の
自
由
を

有
す
る
所
有
権
が
確
立
し
た
。
農
業
用
水
は
公
物
と
し

て
管
理
さ
れ
、
従
来
か
ら
の
利
水
者
に
は
既
得
権
と
し

て
慣
行
水
利
権
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
R
．C
．が

島
の
小
河
川
か
ら
取
水
し
て
い
た
地
点
の
上
流
で
、
移

住
農
業
者
が
取
水
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
旱
魃
時
に
R
．

C
．は
用
水
不
足
に
直
面
す
る
。
水
争
い
が
発
生
す
る
。

　

本
コ
ラ
ム
15
で
論
じ
た
よ
う
に
、
河
川
の
流
水
配
分

方
式
に
は
、
河
川
流
水
を
共
同
所
有
と
す
る
共
有
資
源

化
方
式
、
現
行
の
河
川
法
の
よ
う
に
河
川
流
水
の
使
用

権
（
公
水
使
用
権
）
を
割
り
当
て
る
政
府
管
理
方
式
、

政
府
が
公
水
使
用
権
を
私
人
に
配
分
後
自
由
な
譲
渡
・

流
通
を
認
め
る
市
場
管
理
方
式
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
共
有
資
源
化
で
は
「
共
有
地
の
悲
劇
」
と
言
わ
れ

る
過
剰
使
用
（
取
水
）、
政
府
管
理
で
は
過
去
の
流
水

利
用
施
設
整
備
へ
の
投
資
評
価
、
市
場
管
理
で
は
権
利

内
容
の
明
確
性
・
多
大
な
取
引
費
用
な
ど
の
問
題
が
あ

り
、
利
害
調
整
は
困
難
を
極
め
る
。
結
局
、
経
済
発
展

が
進
め
ば（
注
4
）、
政
府
に
よ
る
財
政
負
担
を
投
入
さ
れ

で
、
合
口
に
よ
る
取
水
な
ど
利
害
調
整
工
学
と
し
て
の

土
地
改
良
技
術
が
適
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
取
水

後
の
水
利
調
整
や
施
設
整
備
は
、
政
府
で
も
民
間
企
業

で
も
交
渉
や
契
約
監
視
な
ど
の
取
引
費
用
が
多
大
で
対

応
で
き
な
い
の
で
、
政
府
は
一
定
の
強
制
力
を
有
す
る

公
共
組
合
制
度
を
創
設
す
る
。
土
地
改
良
区
の
誕
生
で

あ
る
。
R
．C
．は
そ
の
理
事
長
に
推
挙
さ
れ
る
。

4 

外
部
性
の
発
生

　

こ
れ
ま
で
は
、
農
業
用
水
な
ど
に
関
す
る
直
接
関
係

し
た
当
事
者
間
の
利
害
調
整
だ
っ
た
が
、
当
事
者
で
な

い
無
関
係
な
第
三
者
が
農
業
者
に
影
響
を
与
え
る
場
合

も
あ
り
、
外
部
性（
注
5
）と
言
わ
れ
る
。
養
蜂
家
は
蜂
蜜

を
採
取
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ミ
ツ
バ
チ
は
果
樹
の
受

粉
に
寄
与
す
る
。
近
隣
の
果
樹
園
農
家
は
養
蜂
家
に
対

価
を
払
わ
ず
に
生
産
増
（
利
益
）
を
得
て
い
る
〝
た
だ

乗
り
〞（
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
）
と
な
る
。
養
蜂
家
は
受

粉
も
含
め
た
本
来
の
利
益
を
得
て
い
な
い
の
で
結
果
的

に
蜂
蜜
の
過
小
生
産
と
な
る
。
影
響
が
受
粉
と
い
う
プ

ラ
ス
に
働
く
「
正
の
外
部
性
（
外
部
経
済
）」
で
あ
る
。

　

一
方
、
工
場
に
よ
る
河
川
へ
の
汚
水
の
排
出
に
よ
っ

て
農
業
用
水
が
汚
濁
さ
れ
、
用
水
を
利
用
す
る
農
家
の

農
産
物
生
産
や
生
産
性
が
低
下
す
る
場
合
に
は
、
影
響

が
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
「
負
の
外
部
性
（
外
部
不
経
済
）」

で
あ
る
。
工
場
は
汚
水
を
浄
化
せ
ず
農
家
に
水
質
浄
化

費
用
を
負
担
さ
せ
れ
ば
、
本
来
よ
り
安
価
な
費
用
で
生

産
で
き
る
の
で
過
剰
生
産
と
な
る
。
養
蜂
家
も
工
場
経

営
者
も
意
図
し
て
受
粉
支
援
や
用
水
汚
濁
を
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
結
果
的
に
他
者
に
影
響
を
与
え
て

い
る
。

5  

外
部
性
の
内
部
化

　

外
部
性
に
よ
る
歪
ん
だ
費
用
負
担
の
適
正
化
は
「
外

部
性
の
内
部
化
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
主
な
手
法
に
は
、

①
規
制
手
段
（
工
場
汚
水
の
排
出
を
規
制
し
汚
水
浄
化

装
置
を
義
務
化
し
、
工
場
は
装
置
の
設
置
・
維
持
管
理

費
用
を
工
場
生
産
費
に
加
え
る
）、②
経
済
的
手
段
（
外

部
経
済
を
発
生
す
る
経
済
主
体
（
養
蜂
家
）
に
補
助
金

を
交
付
し
受
粉
の
利
益
を
補
填
す
る
。
外
部
不
経
済
を

発
生
す
る
経
済
主
体
（
工
場
）
に
課
税
し
て
工
場
は
納

税
額
を
生
産
費
に
加
え
る
）、
③
交
渉
に
よ
る
是
正
策

（
養
蜂
家
と
果
樹
園
農
家
、
工
場
と
汚
染
被
害
農
家
の

間
の
交
渉
を
促
す
）
が
あ
る
。
内
部
化
は
市
場
取
引
を

経
由
し
て
支
払
わ
な
か
っ
た
金
銭
的
利
益
・
費
用
の
顕

在
化
で
あ
る
。

　

外
部
性
は
農
業
者
間
で
も
発
生
す
る
。
農
道
や
農
業

用
排
水
路
が
交
通
手
段
や
上
水
道
な
ど
の
生
活
施
設
と

し
て
使
わ
れ
る
場
合
（
正
の
外
部
性
）
に
、
費
用
負
担

や
維
持
管
理
が
問
題
に
な
る
。
農
薬
・
化
学
肥
料
の
よ

る
水
質
汚
染
と
い
っ
た
外
部
不
経
済
も
あ
る
。
し
か
し
、

近
隣
の
農
業
者
間
の
外
部
性
は
相
互
に
影
響
を
与
え
る

場
合
が
多
く
、
影
響
も
小
さ
く
、
内
部
化
も
大
き
な
問

題
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。（
以
下
、
次
回
に
続
く
）

【
注
1
】
以
下
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
に
は
、
開
墾
の
よ
う
な
農
用
地

の
外
延
的
拡
大
で
あ
る
「
農
業
総
生
産
の
増
大
」
を
含
め
る
。
な
お
、

本
コ
ラ
ム
3
を
参
照
の
こ
と
。

【
注
2
】
自
然
条
件
自
体
も
地
球
規
模
の
温
暖
化
に
見
る
よ
う
に
変
化
す

る
。
全
世
界
の
人
口
増
の
た
め
の
農
業
の
生
産
性
向
上
と
地
球
環
境
の

保
全
と
の
〝
利
害
調
整
〞
が
必
要
に
な
る
。
次
回
解
説
す
る
。

【
注
3
】
一
九
七
〇
年
年
代
か
ら
土
地
改
良
部
局
か
ら
農
村
の
生
活
環
境

改
善
を
意
図
し
た
農
村
整
備
事
業
が
始
ま
り
、
一
九
九
九
年
に
公
布
さ

れ
た
食
糧
・
農
業
・
農
村
基
本
法
で
は
「
多
面
的
機
能
の
発
揮
」（
第
三

条
）
で
は
が
明
文
化
さ
れ
、
土
地
改
良
施
設
も
洪
水
防
止
な
ど
に
果
た

す
役
割
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
農
林
省
と
建
設
省

と
の
権
限
調
整
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
土
地
改
良
の
基
本
的
性
格
を
踏
ま

え
た
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

【
注
4
】
速
水
裕
次
郎
は
経
済
成
長
に
伴
う
農
業
問
題
が
食
料
問
題
か
ら

農
業
調
整
問
題
へ
の
移
行
し
、
財
政
面
で
農
業
の
租
税
負
担
（
農
業
搾

取
）
か
ら
農
業
へ
の
財
政
補
助
へ
の
移
行
を
す
る
と
し
た
（
農
業
経
済

論
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）。

【
注
5
】
外
部
性
に
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
起
こ
る
金
銭
的
外
部

性
と
通
さ
な
い
で
起
こ
る
本
コ
ラ
ム
で
取
り
上
げ
る
技
術
的
外
部
性
が

あ
る
。
前
者
は
駅
の
新
設
に
よ
る
近
隣
地
価
の
高
騰
な
ど
で
、
市
場
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
反
映
さ
れ
資
源
配
分
上
の
効
率
性
に
は
影
響
し
な
い
。
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